
条例の構成

道
の
基
本
的
な
施
策

・防災に関する知識を習得し、又は防災に関する意識の高揚を図るための機会を
　確保する。
・専門的な防災ボランテイア及び連絡調整を行う者を育成する。

・災害時要援護者への情報提供及び避難の支援が円滑に行われるよう体制の整備
　に努める。
・災害時要援護者の情報が適切に管理される環境づくりに努める。

・積雪又は融雪による災害への対策を推進するための体制の整備を図るとともに、
　積雪寒冷期における避難路及び避難場所の確保等の対策を進める。

・避難場所の提供、食料、医薬品等の生活物資の供給、輸送等において事業者と
　協働体制を整備する。

・災害時における孤立地区に対する医療の確保、物資の輸送、情報の提供等の体
　制の整備を図る。

・特に功績があったと認められたものを表彰する。

・調査研究を行うとともに、その結果を共有し、防災対策に反映するよう努める。

・防災に関する施設及び整備について、計画的に整備を図る。
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第３章（基本方針を規定した上で、各基本方針に対応する道の施策及びその他の施策を規定）

第２章（道民、自主防災組織等及び事業者による自助・共助の取組を規定）
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主な条項 内 容

防災に関する意識
の 高 揚 感

物 資 の 備 蓄 等

建築物等の倒壊の
防 止 等

円 滑 な 避 難

防災ボランテイア
による支援活動

・防災に関する知識の習得及び家庭、職場等を通じた防災に関する意識の高揚に
　努める。

・災害時に必要とする水、食料、医療品その他の物資を備蓄し、災害等に関する
　情報を収集できる機器を準備しておくよう努める。

・自主的に避難し、避難勧告に速やかに応じて行動する
・災害等に関する情報の伝達、避難の誘導等を行うよう努める。

・被災地の状況に応じた支援活動を実施するよう努める。

・災害による倒壊等を防ぐ措置、被害の拡大を防止するよう努める。

第１章（目的、定義、基本理念及び各主体の責務等を規定）

総

則

自主防災組織等の
責 務

道 民 の 責 務

事 業 者 の 責 務

・自ら防災対策を実施、自主防災組織等の活動に参画

・地域における防災対策を実施、防災対策に協力

・自ら防災対策を実施、施設利用者等の安全確保、事業を継続する体制の
　整備

主な条項

基本理念
・自助、共助、公助を担う各主体の適切な役割分担による協働により着実
　に実施

内 容

・防災対策を総合的に推進、道民等が行う防災対策の支援

・防災対策の推進に当たり市町村と緊密に連携するとともに支援を実施

道 の 責 務

市町村との連携

自
助
・
共
助

公
助

　経済的な理由などで国民年金の保険料を納めること

が困難な場合には、保険料の免除制度があります。

　今回の国庫負担割合の増加により、保険料の免除期

間についての将来の年金額が増額されました。

　保険料の免除制度手続きについては、役場年金窓口、

ねんきんダイヤルまたはお近くの社会保険事務所にご

相談ください。

　詳しくは、住民課戸籍年金係　74-3002又は室蘭社会

保険事務所　0143-24-7104／ねんきんダイヤル　057-

05-1165へ。

　経済的な理由などで国民年金の保険料を納めること

が困難な場合には、保険料の免除制度があります。

　今回の国庫負担割合の増加により、保険料の免除期

間についての将来の年金額が増額されました。

　保険料の免除制度手続きについては、役場年金窓口、

ねんきんダイヤルまたはお近くの社会保険事務所にご

相談ください。

　詳しくは、住民課戸籍年金係　74-3002又は室蘭社会

保険事務所　0143-24-7104／ねんきんダイヤル　057-

05-1165へ。

基礎年金の国庫負担割合が、
２分の１に増えました！


